
土壌汚染に関する会計情報の開示序説

言語: jpn

出版者: 明治大学経営学研究所

公開日: 2008-12-15

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 平井, 克彦, 石津, 寿惠

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/682URL



集

号

月

3

3

論

第

年

営

巻

価

3

0

経

5

2

土壌汚染に関する会計情報の開示序説
IntroductiontotheDisclosureofAcc6untingInformationaboutSoilPollution

平井 克彦/石 津 寿恵

大阪アメニティーパークの補償問題,日 産村山工場での大規模な土壌汚染の浄化作業 に見ら

れるように,リ ス トラの進展による工場の閉鎖 ・跡地利用などの過程で,土 壌汚染の問題が各

地で顕在化 してきた。 こういった土壌汚染は,企 業にとって浄化に伴 う新たなコス ト増 をもた

らし,さ らには土地の経済価値の低下による減損 をもたらすことになる。 またこの問題 は,現

有す る土地のみではな く,過 去の売却土地への責任や,将 来土地を購入する際の調査など,多

様なリスクをもた らす ようになってきた。

しか し,顕 在化 した土壌汚染のうち財務情報 として開示 されているのは僅かに過 ぎない。本

稿は,土 壌汚染が企業の経営状態に与える影響の開示,認 識 ・測定のあ り方について検討 しよ

うとするものである。

1.土 壌汚染の現状

地球上に住む我々の自然環境は,大 気いわゆる気体からなる気圏,海 洋や湖沼 ・河川など液

体からなる水圏,岩 石や地層 ・土壌などの固体からなる地圏の三圏か らなっている 【川口有一

郎他著(2004)p.5】 。 この うち気圏については大気汚染防止法が,水 圏については水質汚濁防

止法がそれぞれ70年 代 に立法化され,環 境へ の悪影響が厳 しくチェックされてきた。他方,

地圏に関 しては,農 用地の土壌汚染の防止などに関する法律によ り農用地は汚染防止の対象 と

された ものの,市 街地などについては予防(汚 染防止)は もとより対策の対象ですらなかった。

しか し,市 街地などの土壌汚染は近年における工場跡地の再開発 ・売却の増加などによって顕

在化するようになってきた。

土壌汚染は揮発性有機化合物(VOC。 トリクロロエチ レン,ベ ンゼ ンなど),重 金属(カ ド
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ミウム,砒 素など)と いった有害物質の事故などによる漏洩や,不 適切な取 り扱いによる流出 ・

飛散などによって生 じる1)。 トリクロロエチレンは金属機械部品などの脱油脂洗浄などに用い

られ,頭 痛 ・嘔吐 を催すほか発ガ ンの疑いが もたれてお り,カ ドミウムは写真やアルカリ電池

に用いられ,嘔 吐や腎障害をもたらす。これらの有害物質については地下水の常時監視体制の

整備や,土 壌汚染対策に係る条例の整備がなされるほか,1991年 には土壌環境基準の制定に

よる,重 金属9項 目の有害物質としての規定化,2003年 の土壌汚染対策法(以 下,土 対法とい

う)の 施行など土壌汚染対策の拡充 ・強化が一層図られるようになった。

土対法 とは,「 土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染に よ

る人の健康 にかかわる被害の防止に関する措置を定めることなどにより,土 壌汚染対策の実施

を図 り,も って国民の健康を保護すること」(同 法第1条)を 目的 とした法律であ り,「調査→

指定及び公示→指定区域の管理」という段階プロセスを骨組み としている。第一段階としては,

有害物質使用特定施設の使用廃止の時 もしくは,土 壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあ

ると都道府県が認める時に,土 地所有者(所 有者 ・管理者又は占有者)が 土壌汚染の状況が環

境省令で定める基準に適合するかどうか調査する。そ してその結果を都道府県知事に報告す

る。第二段階 としては,報 告 を受けた都道府県は状況によって当該土地を指定区域 として指

定 ・公示する。そ して,指 定区域台帳に記載 して公衆に閲覧 させる。第三段階 としては,指 定

区域 となった土地 について,土 地の形質の変更に制限を加えるほか,汚 染原因者(不 明な場合

は土地所有者 など)に 対 して汚染除去 などの措置命令 を実施する 【環境省編(2005)p.102～

103】。

先に述べたように,近 年,土 壌汚染の存在が顕在化 してきたが,こ れらの情報は企業側が積

極的に開示 したい性質の情報ではないことなどか らその実態や正確 な全体像はつかみづ らいの

が現状である。環境省 は,地 方自治体が行 う土壌に関す る条例や要綱による土壌汚染調査の結

果を集計 して地層汚染調査事例 と基準の超過事例 を示 している表1。 すべての地方 自治体が土

壌汚染調査システムを持っているわけではないなどの理由によ り,こ こで挙げられている事例

数は,土 壌汚染の実態の一部に過 ぎない。 しか し,91年 に土壌環境基準が設定 されて以来超

過事例は増加 し続 ける傾向が見 られる。特に98年 以降の急増が 目を引 くが,こ れは企業のリ

ス トラによる不採算部 門にかかる土地の用途換えや売却が増加 して きた時期だからであろ う。

また,01年 以降の増加は基準指定物質が追加 されたことが大 きく影響 しZい る。さらに,'こ

の事例数は地方自治体の調査 を基にしているため,地 方 自治体における土壌汚染情報集積シス

テムが構築 されていくに従って増加すると言 うことができる2)。

つま り,土 壌汚染判明事例は,企 業の土地利用方針,基 準指定物質範囲の動向,調 査の精緻

化 によってその数は増加する。 これを裏返せば,調 査結果には現れていない土壌汚染がまだ多
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表1年 度別の土壌汚染調査 ・対策事例数
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注1)調 査の対象は昭和50(1975)年 度以 降に都道府県等が把握 した土壌汚染の調査の事例で あるが、都道府

県等が昭和50年 度以降 に把握 した、昭和49年 度以前に行われた行 われた調査件数について も計上 してい

る。

注2)各 年度の件数 は調査着手年度で整理 している。従 って、各年度の件数には、当該年度の次年度以降に調査

を終了 したもの も計上 している。

土壌汚染対策 法施 行H15.2.15

ロ調査一超過事例

■超過事例 土壌環 境基準項 目追加

(H6.2.21VOC等15項 目)

(H13。3.28ふ っ素、`まう素)

土壌環境 基準設定H3.8.23

3

…

調査事例 i
旨

i

↓
超過事例

(出所)環 境省水 ・大気環境局(2005年)『 平成15年 度土壌汚染対策法の施行状 況及び土壌汚染 調査 ・対策事

例等に関す る調査結果の概要』環境省資料,p.11。

数存在する可能性をはらんでいることが推定できよう。調査の必要 な工場 ・事務所は全国に

40万 ～90万 箇所,土 対法の特定施設 は全国に4万 箇所,こ の うち特定有害物質を使用 してい

る特定施設,つ まり廃止時に調査義務が発生する事業所数は1万 箇所以上であると見られてい

る 【森島義博他著(2003)p.43】 。

ところで油類は油 に含 まれるベ ンゼ ン以外 は特定有害物質ではないので土対法の対象外 と

なっている。このため,近 年増加 しているガソリンスタン ドの統廃合によるスタン ド空 き地な

どで油類による汚染が生 じていても現在は土対法の規制外となっている。 しか し,中 央環境審

議会では 「油による土壌汚染 などは重要な課題なので早急に実態把握 ・影響評価の知見集積を

図るべ き」 【(財)民 間都市開発推進機構都市研究セ ンター監修(2003)p,109】 としている。
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図1土 壌汚染にかかわる土地の価値の変化
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明らかになった時点)の 土地の価値
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(出所)森 島義博 、八巻淳、廣田裕二著(2003)『 土壌 汚染 と不動産評価 ・売買』東洋経済新報社,p.169。

一部修正

今後わが国でも油類が指定されれば石油業界にとっても土対法は大 きな影響 を及ぼす と考 えら

れる。つまり,指 定物質の範囲によって影響する企業 ・産業は大 きく異なることになる。また,

諸外国で生活環境保全のため規制対象 となっている物質がわが国で対象となっていないのであ

れば3),環 境の保護は,普 遍的な価値 を持つために域外適用すべ きであるという,環 境法の域

外適用の要請の考え方からも問題である 【加藤信行(2001)p.244】4)。 さらに,土 対法の 目

的はその名の示す とお り汚染 「対策」に絞 られている。土壌汚染に防止の観点が導入 されれば,

将来的な土壌汚染事故を予見するためのリスク情報 として有用な働 きをするとことになる5)。

2.土 壌汚染 による財務的影響

図1は,時 系列で見た場合の土壌汚染 された土地の価値の変動である 【森昌義博他著(2003)

p169】。これをもとにして土壌汚染 とその浄化などに伴い,土 地の価値が どのように変わるか

を考えてみ よう(汚 染 にかかわる地価 の変動要因以外 は便宜上考慮 していない)。 図1で いう

浄化等コス トとは,法 律などが定める有害物質を基準値 を満足するまで適正な方法で浄化す る

ために必要 なコス トである6)。 浄化などコス トは選択する処理方法によって 「バイオ→化学→

土木」の順 に高額になる。土地利用阻害損失は,浄 化措置期間中の当該土地が利用で きないこ

とによる逸失損失で,特 に立 ち入 り制限措置がとられる場合には大きな影響がある。スティグ

マは,浄 化の履歴,風 評などによるマイナス評価である。例えば,ス ティグマの減価率として
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自殺者の住居30%,暴 力団事務所のあるマ ンシ ョン17%な どが知 られている 【(財)民 間都市

開発推進機構都市研究センター(2003)p.13】 。土壌汚染に関わるスティグマについてはまだ

検討事例が少ないが,住 宅地を5～15%,商 業地を3%,工 業地を0%と す る見方がある 【(財)

民間都市開発推進機構都市研究センター(2003)p.14]】 。

図1の ① は,あ る土地が汚染 されていなかった時点の価値を示 し,② は,そ の土地に浄化す

べ き汚染があることが判明 して浄化計画が策定 された時点の価値 を示 し,③ は,そ の浄化計画

が遂行され浄・化が完了 した時点の価値を示 している。土地の価値は②の時点で最低にな り,浄

化によって価値は再び上昇すると考えられる。その後どこまで上昇すると考え られるかだが,

長期的には①の時点 まで戻るという考えもある。 しか し,浄 化が完全に終わっても土地の価値

が①の時点に戻るとは考えづ らい。例えば い くら浄化が完了 してもスティグマも完全には払

拭できず,汚 染の経歴を持つ土地にマンションを建設することは少なくとも短 ・中期的には困

難であろう7>。 したがって③以降 時の経過や外的変化により,価 値が徐々に上がることは考

えられても元に戻るとは考えられない。なお,浄 化等 コス トとスティグマとは トレー ド・オフ

の関係 にあることが知 られている 【森島義博他著(2003)p.195】 。なお,後 に述べ るように,

不動産鑑定士の評価基準には土壌汚染 による損失を考慮することが定められた。

土壌汚染対策法では,汚 染原因者ない しは土地所有者(土 地所有者,管 理者,占 有者)に 対

して浄化 ・拡散防止などの措置を命 じることがで きることとしている。すなわち,過 去に売却

した土地であっても汚染原因者 として除去措置の費用が発生する可能性があること,購 入 した

土地にすでに汚染があった場合でも汚染原因者が存在 しないか不 明な場合,除 去措置費用は現

在の土地所有者が負担することになる 【(財)民 間都市開発推進機構都市研究セ ンター(2003)

p.124】。逆に土地を売却 した後に旧所有者による土壌汚染が判明 した場合,浄 化費用は旧所有

者が負担する。例えば コスモ石油 は都市再生機構に売却 した北区の土地から鉛やダイオキシ

ンが検出されたため土地の浄化に約3億 円かけることとなった 【日本経済新聞 日刊04.12.24,9面 】。

このほか,2005年 の 「旭硝子船橋工場跡地で環境基準の7300倍 の砒素検出」 として浄化費

用50億 ～60億 円と試算 されるなど 【日本経済新聞 日刊05.5.3C,13面 】,企 業にとって重い土

壌汚染浄化などコス トが課せ られるようになってきている。土壌汚染調査 ・浄化費用は日本全

体で13兆3000億 円とも推定されている 【土壌環境センター(2000)pp.8～9】 。

3.土 壌汚染会計情報の開示枠組み

(1)開 示の方法

これ まで検討 してきたように,土 壌汚染は件数 ・規模 とも大 きくなってお り,原 因者である
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図2環 境情報開示の枠組

環境情報開示の枠組み
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企業の財務的な負担 も多額に上 って きている。したがって,土 壌汚染 にかかわる情報 をディス

クローズする必要があろう。ここでは,ま ず,土 壌汚染に特定せず ,環 境に関わる情報の開示

の枠組み全体について検討 してみよう。

企業のディスクロージャーの枠組み としては,強 制力の有無によって法律によるものとそれ

以外の もの(こ こでは任意 という)と がある8)。 また,開 示媒体によって財務情報 として年次

報告書や有価証券報告書 などで開示 されるものと,環 境情報 として環境報告書やCSR報 告書

などで開示 されるもの とがある。わが国に当てはめて見ると前者は金融庁の所管事項であ り,

後者は環境省の所管事項と考 えることができる。図2は,こ れらを組み合わせて示 した もので

ある。次節で諸外国の規定を検討す るが,概 ね,図 中の 「⇒」部分における情報開示が多 く行

われている。つま り,会 社法などで年次報告書などで開示が求められてお り,環 境報告書につ

いてはそれより強制力の弱いガイ ドラインで作成がバ ックア ップされている。 しかし会社法で

年次報告書への記載が求められている場でも,環 境に関わる財務情報の開示内容は薄い。

(2)諸 外国における枠組み

法律 に基づいて環境報告を行う枠組みには,年 次報告書における環境報告 と,環 境報告書に

おける環境報告 とがある 【SumitK.Lodbia(2004)pp.1～19】 。ここでは,ま ず,土 壌汚染に限

らない環境報告が法的枠組みでどの ように開示 されているかを年次報告書 と環境報告書 とに分

けて各国の比較 をしてみよう。また,環 境報告書については,法 律 レベルではなくガイ ドライ

ンレベルでの普及が行われているため,ガ イ ドラインについても言及する。そして,わ が国の

環境情報開示の枠組み と現状について検討することとする。

① 年次報告書など

2005年2月 現在,年 次報告書などにおける環境報告を法的に義務付けているのはスウェーデ
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ン,デ ンマーク,ド イツ,フ ランス,ス ペイン,オ ース トラリア,ア メリカ及び立法を件 とし

ているイギ リス,オ ランダなどがある。表1は,各 国の状況 をまとめた ものである。年次財務

報告で記載 を義務付けている国の うちアメリカでは汚染者に対する無過失責任を規定 したスー

パ ーファンド法の影響 もあ り,証 券取引法の枠組みの中で開示規制を行っている 【RobertV.

Percival/ChristopherH.Schroeder(2005)pp.155～247】 。訴訟社会である同国では,環 境対策

に多額のコス トを要するため株主保護の観点から環境に関わる財務情報の開示が求め られてい

るのであろう。それ以外の国では会社法の枠組みによる開示規制となっている。このほか,年

次報告書における記載事項の中に環境 にかかわる財務情報を含むのはフランス及び ドイツ(検

討中)で あ り(記 載事項は表1参 照),そ れ以外の国では事業活動に伴 う'環境負荷及びその低

減に向けた取組の状況 として,化 学物質排出量 ・移動量及びその低減対策や,廃 棄物など層排

出量,廃 棄物最終処分量及びその低減対策などが記載事項 とされている。財務情報が直接的に

明示 されているわけではない。

EUに おいては,2003年 に欧州会社法の改正指令(2003/51/EC)が 発効 されたが,そ こで

はハイレベルグループによる 「企業の年次決算及び報告書における環境問題の認識,測 定,開

示に関する委員会勧告(2001/453/EC)」 に準 じて9),年 次報告書 において必要な場合には,

企業の発展 成果及び位置付 けの理解に必要 と考えられる環境及び社会的側面に関する分析 を

することが求められている。同勧告では 「年次財務報告書における環境に関する記項 目」が挙

げ られてお り,そ こでは 「適切且つ事業活動が環境問題に関係する場合,エ ネルギー ・資源消

費量 廃棄物排 出量などの環境パ フォーマンス指標」を情報 に含めることができるとするとと

もに,「 貨幣単位の数値は貸借対照表や損益計算書の項 目と関連付 けるべ きである」 としてい

る 【環境省(2005a)pp.15～17】 。

② 環境報告書

表2は,独 立 した環境報告書の作成及び開示を法的に義務付けているスウェーデン,デ ンマー

ク及びオランダについて法律の概要をまとめたものである。スウェーデンとオランダでは,施

設の設置に関 して当局の許認可が必要な事業所に,デ ンマークではリス トに掲載 された特定の

事業分野(鉄 ・金風 化学物質,廃 棄物など)の 事業所に作成義務 を課 している。また,ス

ウェーデン,デ ンマークにおいては作成された報告書の一般開示は直接的には行われていないlo)。

つ まり,環 境報告書の作成は求め られているが,限 られた事業分野が限定的な開示 を行ってい

る状況である。

また,法 律で環境報告書の作成 ・開示を求める国は多 くない。ほとんどの国が ガイ ドライン

とい う形で環境報告書の作成 ・開示 を推奨 している6ガ イ ドラインにはEU地 域全体 について

のもの,デ ンマーク環境省の環境計算書作成ガイ ドラインの ようにその国で作成 した もの,ス
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表2年 次報告書等における環境報告に関する法的規制等

条文 報告対象者 記載事項

ス ウェ ー デ ン 会計法(97年 改正)。年次財務

報告書の営業報告における環境

報告開示を義務付け(同 法2章

1条2段4)。

環境法9章6条 により

報告 ・操業許可を求

められている事業者

スウェーデ ン環境 基準 委員会 策

定 の 「営業 報 告に記載 す る環 境

情 報(BFNU98:2)」 で規定 。

環境影 響の 明示,環 境 関連法 規

制に基 づ く義 務に言 及,純 収

益 ・生 産額 に占め る環 境許 可 ・

届出義 務に関す る事 業の割 合。

デ ンマ ー ク 財務報告書法。年次財務報告

書中の営業報告に環境情報開示

義務付け

同法3(1)。 中小企 業,

大企業 。特定業 種 の

例外な し

同法11章99節4。 環境 に与 える

影響,悪 影響 の予 防 ・削 減 ・修

復対 策。

イギ リス 会社法改正審議中。年次財務

報告における営業報告に加え,

営業 ・財務の状況の開示を求め

る規定が追加される見通し。

未定 未定

ドイツ 改正商法(2004年)企 業の年

次財務報告書における営業報告

において,必 要な範囲における

環境等に関する情報等の非財務

指標を含めることを義務づけ

会計基準委員会が策

定する会計基準で規

定予定。

具体的記載事項は盛り込まれな

いが,非 財務情報として会計情

報が例示されるとともに,環 境

保全支出などの開示を求める案

を公表中。

オ ランダ 民法391条 改正審議中。環境面

を含むCSRに 関する情報を年次

財務報告書へ記載するようオラ

ンダ財務報告審議会で会計基

準を改定。

未定 未定

フランス 新経済規正法により商法改正

(01年)。年次財務報告書の取

締役又は執行役会報告で環境

情報開示を義務付け

有限責任会社(株 式

市場に上場していな

い会社を除く)

デ クレ(注1)第2002-22]の 第

148-3。 環境 情報 の開示 を義 務

付 け。環境 への影 響予 防のため

の支 出額 環 境分 野の引 当金 ・

補償 額,環 境関連 裁判 による賠

償 金 など

オ ー ス トラ リ

ア

会社法。営業報告書における環

境情報の開示義務付け。

同法298節 。 企業,

登 録 された投 資ス

キーム,証 券 公 開会

社 は開示義務 付 け。

同法299節(1)(f)。 活動 に関

わる環 境法 規制が ある場合,そ

れに関 わる詳細 なパ フォーマ ン

スを開示

アメ リカ 証券取引法。年次報告書で開示

義務付け。具体的開示規制は

SEC規 則。

株式を公開するすべ

ての事業者

SEC規 則S-K,Item101事 業 の

概 要,同Item103訴 訟,同

Item303経 営 者 の 討 議 と分 析

(注1)デ クレとは行 政権 力に よる文書 化 され た命令。

(出所)環 境 省(2005a)『 環 境報 告 書の 諸制 度 に関 する海外 動向 調査 報告 書J環 境省 資料pp.155～247よ

り作 成。
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環境報告書における環境報告に関する法的規制

条文 報告対象者 記載事項

ス ウ ェ ー デ ン 環境法第26章19節 同法第9章6節 で地方 同 法 第26章20節 。 環 境 省 令

当局の許認可が必要 「NFS2000:

とされる施設 13環 境法 に基づ く環境 報告書 」。

基 本 パ ー ト(環 境 マ ネジ メン ト

シス テ ム等),記 述パ ー ト(事

業 活 動概 要,定 量 情 報),排 出

量 パ ー ト(化 学物 質)

デ ンマ ー ク 環境計算書法。環境報告書作 「環境計算書法リスト 右 通 達 第2章5～7条 。 基 本 情

成義務(EMASの 環境報告書 掲載事業所の環境計 報 パ ー ト(企 業概 要等),経 営

の提出でも可) 算書作成義務に関す 陣に よる説 明パ ー ト(環 境 管理

る通 達」。 すべ ての企 計 画 等),環 境 状 況 パ ー ト(環

業(従 業員20名 以下 境 パ フ ォー マ ンス デ ー タ)

の企業除く)

オ ランダ 改 定環 境 管 理法(2001年)。 環 同 法 に基 づ き,当 局 同法12.4条 。環 境 省令。 施設 の

境報告 書 の作 成 ・開示 。(EMAS の許認可の必要な企 一般 的状況
,環 境 パ フォーマ ン

の環境報告書の提出でも可) 業 。 ス,環 境管 理

(出所)環 境 省(2005a)『 環 境報 告 書 の諸制 度 に関す る海 外動 向調 査報 告 書』 環境 省資料,pp.24～47よ

り作 成。

ウェーデ ンの財務 アナリス ト連盟にように民間団体が任意に作成 した ものがあるil)。EU地 域

全体の もの としてEMAS制 度がある。EMASは1993年 に発行 した環境管理監査 に関するEU

指令である12),そ こでは環境報告書の開示 とともに記載事項が定め られてい・る。そ して環境パ

フォーマ ンスについては指針が出され13),マ ネジメントパフォーマ ンス指標の中に財務パォー

マ ン明示 されている。EMAS取 得サイ トは4275で あ り,特 に ドイツにお ける取得が著しい

【http://europa.eu.int/comm/environment/emas/】 。 ドイッは独 自の法律の枠組みを設 けるの

ではなく,EMASの 有効利用により環境情報の開示促進 を図っている。法的に環境報告書の

作成が義務付け られているデンマークとオランダにおいて も,環 境報告書をEMAS報 告書で

代用することを認めている。

作成を法律事項にすると,開 示企業数が増える上 に記載事項が一定 レベルに保 たれるという

メリッ トがあるものの,法 定 されている事項以上の内容を開示 しない傾向が現れるなど,各 企

業の独 自の先導的な取組を祖阻害するデメリットもある。 したがって,ガ イ ドラインという緩

やかな枠組みの中での開示が主流を占めているのであろう。いずれに しても環境報告書への記

載事項は,環 境方針 ・マネジメン トといった定性的な情報 と環境負荷物質のフロー情報 などを

主な内容 としてお り,環 境に関わる財務情報は補足的な位置付 けとなっている。
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(3)わ が国における枠組み

わが国において,財 務情報 として環境情報が開示 されるのは,ま ず,有 価証券報告書におけ

る 「事業 などのリスク」部分である。市場の経済状況や海外への事業展開 といった事業 リスク

と並んで環境規制などに言及する場合が多い。これは文章による記述であ り,具 体的な物量や

金額に言及する性 質の ものではない。金額 として記載されるのは,経 営状況に大 きな影響が及

ぶ場合である。2005年,石 原産業のフェロシル ト(埋 め戻 し材)製 品か ら土壌環境基準を上

回る重金属が検出されたため自主回収を行 ったが,そ れが 「当社の財政状態及び経営成績に著

しい影響を与える」として有価証券の臨時報告書 を提出 した 【石原産業(2005a)】 。そ してこ

れ には,当 該事象の損益 に与 える影響 は 「現時点では回収の全体計画が固まってお りませ ん

が,… 自主回収 などの費用総額 については概算で約100億 円と見込 んでお ります。」 と明 らか

にしている。つ まり,環 境情報だからというわけではな く,通 常の制度会計の枠組みの中で科

目として,あ るいは金額 として重要である場合に開示 されることになる。そ して,「 半期報告

書」では,「 対処すべ き課題」としてフェロシル ト問題についての説明がなされた後 「なお,

今後発生するフェロシル ト回収費用は197億 円と見込んでお り,当 中間連結会計期間において

一括計上 しました。」【石原産業(2005b)】 と記載 している。

我が国における環境報告書については,『環境報告書 ガイ ドライン』が環境省か ら公表され

ている。 このガイ ドラインはGRIの 『サスティナ ビリテ ィ ・リポーティング ・ガイ ドライン』

を参考にして作成 された。記載項 目としては,基 本的項目,事 業活動における環境配慮の方針 ・

目標 ・実績な どの総括,環 境マネジメン トに関する状況 事業活動 に伴 う環境負荷及びその低

減に向けた取組の状況 社会的取組の状況 からなってお り,こ の中の 「目標 ・実績 などの総

括」で環境会計1青報の総括 を記載することとしている 【環境省(2004)p.24】 。ガイ ドライン

の公表以来,環 境報告書 を開示する企業 は年々増加 し,2004年 度には801社(31.7%))と なっ

ている19)【環境省(2005b)p.5】 。.

環境会計 を公表 している企業は,環 境会計の開示媒体 として環境報告書を利用 しているの

で,わ が国においては環境に関わる財務情報は環境報告書 において開示 されている。つ まり,

諸外国では環境報告書 には詳細な環境財務情報が記載されていないが,わ が国ではむ しろ有価

証券報告書に掲載できない詳細な環境に関わる財務情報 を環境報告書 に掲載 している。環境報

告書は投資家の意思決定のための役割も果た していると見ることができ,そ の点は諸外国の環

境報告書の位置付けと異なる点だと考えられよう。
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図3土 壌汚染にかかわる土地の価値の変化(会 計処理)
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4.土 壌汚染の会計処理の考え方

これまで検討 して きたように,土 壌汚染は環境的 ・財務的に企業の経営状態に大 きな影響を

あたえるものであ り,わ が国のみな らず諸外国における制度会計,非 制度会計の中で開示が求

め られている。 ここでは特に,制 度会計の中でどのように処理することができるかを,土 壌汚

染が発覚 した場合 と将来発覚のおそれがある場合 とに分けて考えることとする。その際 土壌

汚染の発覚から浄化の完了にいたる各時点における会計処理のあり方を段階別に捉えるために

図3を 用いて検討することとする。図3は,先 に検討 した汚染土地の資産価値の推移 を示 した

図1を もとに して会計処理 を考えるに当たって必要 な部分(図3の ① ② を付 け加 えて示

したものである。
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(1)土 壌汚染が発覚 した場合

先に示 した石原産業株式会社の例で考えてみよう。石原産業の 『半期報告書』によると,連

結B/Sの 流動負債の部に 「フェロシル ト回収損失引当金」 として19,732百 万円,連 結P/Lの 特

別損失の 「フェロシル ト回収損失」として393百 万円,「 フェロシル ト回収損失引当金繰入額」

として19,732百 万円が計上されている。

つまり,次 のように処理 されている。

(借)フ ェロシル ト回収損失引当金繰入額 ×××

(貸)フ ェロシル ト回収損失引当金 ×××

この例の場合 汚染された土地が自社の土地ではなく,自 社の製造 したフェロシル トが販売先

の土地で起こした土壌汚染である。 ここで計上されたフェロシル ト回収損失393百 万 円は当期

に回収 した損失であるが,19,732百 万円は,報 告年度に認識 されたが,実 際に回収 して支出を

要するのは翌年度なので引当金 として計上 されたのであろう。そうい う意味で,フ ェロシル ト

回収損失引当金は製品保証引当金 と類似の性質を持つ引当金 と捉 えられる。翌年度 実際に支

出がなされた際の仕訳は下記の ようになる。

(借)フ ェロシル ト回収損失引当金×××(貸)現 金 ×××

8月 の臨時報告書の時点では100億 円のコス トとしていたが,9月30日 を中間期末 とする半

期報告書では約200億 円に見積 もりを修正 している。

ところで,上 記の繰入額の仕訳が行われる時点は図3の ②に該当す るが,こ の例は自社製品

が販売先で土壌汚染を起こ したため,② の中の土壌阻害損失やスティグマを直接的にその項 目

として認識 して見積 もるわけではない。また,自 社の土地の ように当該土地を他の用途に供す

るために何年 もかけて浄化 をするわけで もない。製品を回収 し,あ るいは販売先に与 えた損失

を認識 して早期(翌 期中)に 支出するよう見積もり,引 当金処理 となったのであろう。

しか し,自 分の土地の浄化 というのであれば 土地利用阻害損失やスティグマ損失を認識す

る必要があ り,ま た通常,浄 化完了までに年数も要する。この場合は,土 地の収益性の低下が

見込まれ,減 損処理がなされることとなろう。自社の土地の土壌汚染について下記の条件で,

図3の 各時点の会計処理を考 えて見 よう。

(条件)

・ 汚染発覚前の土地の資産価値は1000(① 参照)。

・ 発覚によって土地の資産価値は400に 下落すると見積 もる(① 参照)。

・ 浄化 などにかかるコス トは300 ,用 途規制(用 地の一部に汚染があ り,そ のために全体の

利用が阻害 されている)に よる損失は200,ス ティグマは100(② 参照)。

・ 浄化には5年 間を要 し(1年 間あた りの浄化コス トは定額で60ず つ毎年支出) ,ス テ ィグ
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マは5年 間で低減(完 全に回復することな く,90%が 回復する。1年 あた りの回復は定額

で18),用 途規制は浄化完了時(5年 目に200)解 除される(③ 参照)。

固定資産の減損 とは 「資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めな くなった状態」で

あ り,減 損処理とは,そ のような場合に,「 一定の条件の下で回収可能性 を反映させるように

帳簿価額 を減額する」会計処理である。減損基準では,減 損損失の測定について 「減損損失 を

認識すべ きであると判定 された資産又は資産グループについては,帳 簿価額を回収可能価額 ま

で減額 し,当 該減少額を減損損失として当期の損失とする」 と規定 しているis)。したがって,

この場合 まず① の時点で直ちに下記のように当期の損失として処理される。

(借)土 壌汚染減損損失600(貸)土 地600

その後毎年浄化 コス ト60を 支 出し,土 地の価値はその分60増 加する16)。さらに,浄 化に従っ

てスティグマが毎年18ず つ減少 し,そ の分土地の価値 も上がる。② の時点,浄 化途中の1年'

目期末時点の会計処理は下記の ようになる。

(借)土 地78(貸)現 金60

スティグマ戻入益18

減損の戻入については,わ が国や米国の会計基準では認められていないが,国 際会計基準では

認められている。減損が,将 来の収益性 を見込んで計上 されるものであれば,収 益性に変更(見

込みよりも上昇)が あった場合,戻 入を行 うという国際会計基準の考え方のほうが妥当であろ

う。② の時点,用 途規制が解除された5年 目期末時点の会計処理は下記のようになる。

(借)土 地278(貸)現 金60

スティグマ戻入益18・

用途規制解除戻入益200

こうすると,5年 目の土地の資産価値 はスティグマの回復 しない分10を 除いた990に なる。

これまで土壌汚染に関 して減損処理 を考えてきたが,減 損処理を用いると②の時点で明らか

になった土壌汚染浄化等 コス ト全体,す なわち当該会社が将来浄化等のために支払わな くては

ならないコス トが300あ ることが明示されないため,こ の分 は減損ではな く負債 として認識 し

なければならない との批判 もある 【阪(2003)p.199】 。 しか し,負 債であるとの考 え方をと

ると,浄 化等 コス トは認識できて も,企 業か らの具体的支出を伴わない土地利用阻害損失部分

やスティグマ部分を捉 えることがで きない。このため,浄 化などによって回復 してきたスティ

グマなどを含めた土地の資産価値 を表すことがで きない。減損 による処理の場合,① の時

点で土地の減価について認識がなされる点 及び土地の資産価値の回復をスティグマの回収不

能部分以外について認識で きる点に利点がある。また,浄 化等 コス ト分に限ってみても,負 債
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の考え方では土地の資産価値の低下 について直接的に貸借対照表には現れてこないρ土地の価

額から浄化 に関わる負債額 を控除しなければならないとい う欠点もあろう。

減損処理 した場合に も,こ れから支出 される浄化に関わるコス ト全体が明示されるようにす

るために,① の時点で次の ような処理 を併せて行う方法が考えられる。

(借)土 壌修復義務見返300(貸)土 壌修復義務300

浄化 コス トをかけて修復で きた分について義務が減少す るので,先 の 「(借)土 地 ×××(貸)

現金x× ×」の処理 とあわせて

(借)土 壌 修 復 義 務60(貸)土 壌修復義務見返60

という処理 を行う.ようにすれば良い と考えられる。そ して,貸 借対照表では注記 として 「土壌

修復義務が270残 っている。」 と記載する。 こうすることにより,浄 化コス トがまだ どの程度

残 っているかが明示される。

先に減損基準 に言及 したが,基 準では,帳 簿価額を回収可能価額 まで減 じるとしてお り,さ

らにその回収可能価額 を,売 却による回収額である正味売却価額 と,使 用による回収額である

使用価値 とのいずれか高い方の金額 としている。そ して,正 味売却価額算定の際の時価につい

て 「市場価格が観察で きない場合には合理的に算定された価額」 とし17),不 動産についての合

理的な算定価額は 「不動産鑑定評価基準に基づいて」算定するとしている18)。2003年1月1日

に改定施行 された不動産鑑定評価基準は,「不動産の価額 を形成する要因」の中で 「土壌汚染

の公害の発生の程度」が明記された。つ まり,わ が国の現行制度会計上,土 壌汚染 は減損会計

の中に位置づけられてお り19),減 損 による認識方法の法が現実的である

なお,健 康被害が起 きた場合には,訴 訟が起 きて敗訴が濃厚になってきた時には損害賠償損

失引当金が計上 されることになろう。

(2)将 来発覚のおそれがある場合

次に,当 該土地では,現 在土壌汚染が発覚 したわけではないが,将 来浄化を迫 られる可能性

が高い といった場合 を考えてみよう。土対法は,特 定有害物質を使用する施設(工 場など)と

してあ らか じめ指定された特定施設 について,当 該施設が用途換 えする場合や健康被害を及ぼ

すおそれがある場合 に適用 される法律である。当該施設では内部的に特定物質の使用量や取

扱 ・処理方法などから,将 来土壌汚染浄化義務が生 じる可能性について把握 しているはずであ

る。 したが って,汚 染が外部に顕在化する前 に会計処理することが考えられる。 この時点 を図

3の 「① 汚染が疑 われた時点での土地の価値」と しよう。汚染が判明 して直ちに汚染による

損失額が確定的になるわけではない。 この時点では減損 を見積 もることになる。 したが って,

見込 まれる損失が600で あれば① の時点で次のように処理する方法が考えられる。
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(借)土 壌汚染減損損失600(貸)土 壌汚染損失引当金600

そして,② の時点では,減 損が確定的になるので次のように処理する。

(借)土 壌汚染損失引当金600(貸)土 地600

以降,毎 年浄化などコス トをかけ,か けた分だけ土地の価値は上昇する。②以降の時点の考

え方は上記 「(1)土 壌汚染が発覚 した場合」 と同様である。

小活

本稿では,土 対法施行以来,有 害物質を使用す る(使 用 した)企 業に大 きな財務的影響が及

ぶ ようになった実態 を概観 し,土 壌汚染に関する会計的ディスクロージャーが必要であると指

摘 した。そ して,デ ィスクロージャーの枠組みとして年次報告書など(制 度会計)で 行われる

場合 と,環 境報告書(非 制度会計)で 行われる場合について諸外国の法制化の状況などを比較

した上で,制 度会計で行 う場合の会計処理について検討 を行った。

土壌汚染に関する財務情報の開示を制度会計で行う場合の会計処理は,汚 染が発覚 した場合

と発覚のおそれがある場合 とに分けて検討する必要がある。そ して,前 者については,土 壌汚

染 をもた らしだ物質 を製造 した企業については引当金処理が,自 社の土地 を汚染 した場合には

減損処理が適当であるとした。後者については,汚 染の内部的認識時点における引当金処理が

必要であるとした。

土壌汚染対策についての財務的情報開示はまだ新 しい分野である。今回財務会計の中での開

示 を検討 したが,米 国の会計基準 との関係における環境負債の考え方,減 損 による戻入益の考

え方の整理,予 見的土壌汚染 コス トについての偶発債務 との関連など多 くの課題があるので今

後検討 してい く必要がある。

今回の会計処理は制度会計について検討 したが,制 度会計で取 り上げられづらい,リ スクと

しての土壌汚染 に関わる財務会計情報の開示媒体 として環境報告書が果たせる役割が大 きいと

考えられる。先に検討 したように,わ が国の環境報告書の特徴のひとつ として環境会計情報を

含むことが挙げ られる。環境報告書を,年 次報告書には記載で きない土壌汚染に関する財務情

報の補完的 ・拡張的情報開示媒体として位置づける方途についても検討す ることとしたい。

駐 】

1)こ のほか,土 壌中に既 にカリを含有 しているなど,自 然的要 因による ものなどもある。

2)条 例な どを制定 している地方公共団体数は287に 及んでいる 【環境省水 ・大気環境局(2005)p.40】 。

3)欧 州各国の土壌規制値一覧については 【(財)民 間開発推進機構都市研究 センター監修(2003)】pp.ll2～

115参 照。
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4)義 務の多 くは法的強制力に よる負債 の履行義務 を指すが,平 衡法 または推定に よる債 務 も含 まれる 【醍醐

聰(2001)p.95】 。他国の環境法 や基準 に基づ く推定環境浄化 コス トも,わ が 国における環境 浄化 コス トと

とらえ られる ようになる可能性 もあろ う。

5)特 定化学物質には,「特定化学物質の環境への排 出量:の把握及び管理 の改善の促進に関す る法律」 に基づい

て,PRTR制 度(化 学物 質排 出移動量届 出制度)が 設け られてい る 【環境省編(2005)p.118～119】 。

6)浄 化 コス トな どとしたのは,浄 化 のほかに掘削 除去,封 じ込め,土 壌入替え,盛 土 な どの手法があ るため

である 【環境省水 ・大気環境局(2005)p.37】 。

7)地 価 の高い都市部は別 として,郊 外や地方においては土壌 汚染経歴 を持 つ土地 をわ ざわ ざ利用する よ り,

別の土地 を利用するだろ う。 したが って浄化 したとして もその後の利用は望めない。ただ し,土 地の一部

に汚染が生 じてお り,そ の部分が浄化 され ることによ り,土 地全体で見た場合の価値 が上が ることは考 え

られる。

8)任 意 に行 われると言って も,例 えば業界 団体 による開示規制が行われている といった場合 には任意 とは言

い切れ ないので,実 質的には法 的に強制 され るものと任意 に行 われ るもの との間に もう一段 階あ ると考 え

られる分野 もある。

9)ハ イ レベ ルグループとは,欧 州委員会や理事会の メンバ ーだけでな く特定のテーマを議論す るため に有識

者な どを集め た時限付 きの会合が様 々な分野 にお いて設置され,そ の報告書が委員会 における議論の参考

として用い られるとい う性質の ものである 【環境省(2005a)p.131

10)い ずれの国 も当局への提出が求め られている。 スウェーデ ンで市民が法定の環境報告書 の開示 を求め る場

合は情報 自由法による開示請求 による。 オランダでは当初一般公表用 と政府提 出用 の2種 類の環境報告書

を作成 してい たが,05年 度以降一般公開用の作 成は求め られていない。 ノルウェーでは当局 のみへ の提出

とい う縛 りはない 【環境省(2005a)】 。

11)行 政当局が 国別 にガイ ドライ ンを作 成 している例 としては,こ のほか,デ ンマーク環境省の環境計算書作

成 ガイ ドライ ン,イ ギ リス環境省の環境報告 に関する4種 類(基 本,温 室効果,廃 棄物 水)の ガイ ドラ

イン,ド イツの民間シ ンクタ ンクである環境管理国際 ネ ッ トワークのサステ ィナ ビリテ ィ報告書 ガイ ドラ

イン,オ ランダ財務報告審議会 の持続可能性報告書ガイ ドライ ン,オ ース トラリアの環境遺産省の トリプ

ルボ トムライ ン報告書 な どの例がある。 スウェーデンの財務 アナリス ト連盟は 「環境報告書 の監査 に関す

るガイ ドライ ン」 を作 成 している 【環境省(2005a)】 。

12)Regulation(EC)No.761/2001allowingvoluntaryparticipationbyorganizationinaCommunityeco-

managementandauditscheme

13)GuidanceontheselectionanduseofenvironmentalperformanceindicatorsfortheEMASregulation

(EC/532/2003)

14)環 境省が毎年行 ってい る 「環境 にやさ しい企業行動調査 」の2004年 度版による。調査 サンプルは2524社(証

券取引所1,2部 上場企業及 び従業員数500人 以上 の非上場企業の合計6383社 を対象 と して調査。 回収率 は

39.5%)

15)企 業会計審議会 「固定資産の減損に係る会計基準」四,a(3)。

16)か けた浄化 コス トと土地の価値上昇がイ コールになる場合だけではない。 コス トのほ うがかさむ場合 もあ

ろう。 しか し,も しコス トのほ うがか さむのであれば 当該土 地が健康 被害 まで及ぼ してい る場合以外,

その土地 を浄化せずに遺棄 して しまう場 合のほ うが多いだろ う。 したが って,こ こでは 「イコール」 と仮

定 して考えている。

17)企 業会計審議会 「固定資産の減損 に係る会計基準の設定 に関する意見書」(2002年8月9日)三,3。

18)企 業 会計基準委員会 「企 業会計基準適用指針第六号固定資産の減損 に係 る会計基準の適用指針」(2003年

10月31日)パ ラグラフ28(2)① 。

19)国 土 交通省 『不動産鑑定 評価基準』(平 成14年7月3日 全部改正)第3章 第2節 の地域要 因の中に,不 動産

の価格 を形 成する要因の ひとつ として 「土壌汚 染などの公害の発生 の程度」が明記 された。 さらに,国 土

交通省r不 動 産鑑定評価運用上の留意事項」(平 成14年7月3日 全部改正)(監)1.(2)と して 「土壌汚染

の有無 及びその状態 について」が挿入 され,土 壌汚染が価格形 成に重大 な影響 を与 える場合があるこ とを

示 してい る。
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